
第

二

千

八

十

二

号

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

国

際

課)

六
〇
七
ペ
ー
ジ

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

六
〇
八

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

六
〇
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

六
〇
九

○
同

(
飛�
農
林
事
務
所)

六
〇
九

規

則

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
六
号

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則

第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

条
例
別
表
第
一
十
八
の
二
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合)

第
三
条

条
例
別
表
第
一
十
八
の
二
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

一
般
旅
券
の
発
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

申
請
者｣

と
い
う
。)

が
、
そ
の
親
族
等

の
外
国
に
お
け
る
病
気
、
事
故
、
天
災
等
に
よ
る
死
亡
、
危
篤
、
入
院
等
に
よ
り
、
緊
急
に
渡
航

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二

申
請
者
が
業
務
上
等
の
理
由
に
よ
り
早
急
に
外
国
に
渡
航
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

市
町
村
の
長
を
経
由
し
て
申
請
す
る
の
で
は
、
渡
航
前
に
一
般
旅
券
の
発
給
を
受
け
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

申
請
者
が
旅
券
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
四
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
二
重
に
一
般
旅
券
の
発
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

四

申
請
者
が
旅
券
法
第
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
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発
行

(

休
日
に
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は
翌
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平
成
二
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月
十
五
日



同
岐
建
築
第
二
二
号

同

二
一
・

五
・
一
三

同
岐
建
築
第
二
八
号
の

四同
二
一
・

八
・

三

岐
阜
県
指
令
岐
建
築
第
二
七

号平
成
二
一
・

六
・
一
九

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

瑞
穂
市
本
田
字
高
田
三
六
四
番
一
及
び
三
六

五
番
一

本
巣
市
小
柿
字
宮
前
七
七
七
番
一
外
一
三
筆

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

同 道
路

公
共
施
設
の

種
類

同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
一
番
一
号

コ
ス
モ
石
油
株
式
会
社

代
表
取
締
役

木

村

彌

一

鳥
取
県
鳥
取
市
大
覚
寺
七
七
番
地
八
三

株
式
会
社
モ
ー
ニ
ン
グ
カ
ー
ム

代
表
取
締
役

松

田

鐘

文

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

五

申
請
者
が
、
そ
の
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る
市
町
村
の
区
域
以
外
の
区

域
に
お
い
て
就
学
、
就
労
等
を
し
て
い
る
た
め
当
該
市
町
村
に
お
い
て
一
般
旅
券
の
発
給
を
受
け

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

六

前
各
号
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
七
日
か
ら

同

二
十
二
年
三
月
十
九
日
ま
で

四

作
業
地
域

木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
管
内(

木
曽
川
・
長
良
川
・
揖
斐
川
地
内)

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

坂

井

弘

道

加
茂
郡
富
加
町
羽
生

九
三
五
番
地

同�
垣

公

平

同

加
治
田

三
八
四
番
地
三

同

河

野

勝

明

同

羽
生

八
八
八
番
地
三

同�
垣

浩

規

同

夕
田

九
五
〇
番
地

同�
井

勝

男

同

滝
田

一
三
七
二
番
地
二

同

西

部

秀

之

同

大
山

六
三
九
番
地

同

石

原

久

幸

同

加
治
田
三
四
九
六
番
地
二

同

瀧

戸

義

之

同

高
畑

二
七
五
番
地

同

渡

辺

一

興

同

六
二
〇
番
地
五

監
事

山

田

桂

二

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田
一
四
九
六
番
地
一

同

井

戸

務

同

羽
生

五
〇
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

坂

井

弘

道

加
茂
郡
富
加
町
羽
生

九
三
五
番
地

同

服

部

勝

治

同

加
治
田

九
二
八
番
地

同

井

戸

務

同

羽
生

五
〇
四
番
地
四

同

佐
曽
利

敏

同

夕
田

四
二
六
番
地

同�
井

勝

男

同

滝
田

一
三
七
二
番
地
二

同

西

部

秀

之

同

大
山

六
三
九
番
地

同

石

原

久

幸

同

加
治
田
三
四
九
六
番
地
二

同

瀧

戸

義

之

同

高
畑

二
七
五
番
地

同

瀧

戸

秀

克

同

三
一
八
番
地

監
事

坂

井

敦

加
茂
郡
富
加
町
羽
生

一
一
五
八
番
地
一

同

金

竹

桂

也

同

加
治
田

九
二
二
番
地
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

飛
騨
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事
長

大

前

利

一

高
山
市
岩
井
町

二
五
八
〇
番
地

副
理
事
長

滑

谷

重

和

同

丹
生
川
町
大
萱

一
三
八
一
番
地

同

森

田

高

見

同

朝
日
町
小
瀬

一
七
番
地

代
表
監
事

田

口

宝

同

久
々
野
町
大
西

九
八
八
番
地

監
事

池

田

富
美
男

同

松
本
町

八
九
番
地

同

水

橋

昭

治

同

丹
生
川
町
町
方

二
二
八
番
地
一

会
計
担
当

中

田

吉
兵
衛

同

江
名
子
町

三
八
三
四
番
地
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理
事

山

下

昭

平

同

四
三
三
七
番
地

同

鍛
冶
谷

昭

夫

同

三
〇
六
三
番
地

同

小

鳥

長

宣

高
山
市
三
福
寺
町

二
八
七
番
地

同

和

田

明

同

滝
町

一
九
七
七
番
地

同

森

下

治

一

同

岩
井
町

二
〇
三
〇
番
地

同

森

本

昌

章

同

中
切
町

七
九
八
番
地

同

中

田

清

同

上
切
町

二
四
番
地

同

荒

川

廣

司

同

丹
生
川
町
瓜
田

二
〇
〇
番
地

同

垣

内

久

雄

同

桐
山

七
一
三
番
地

同

木
戸
口

道

夫

高
山
市
久
々
野
町
小
屋
名
二
〇
七
一
番
地

同

川

上

一

彦

同

江
名
子
町

三
八
二
二
番
地

同

奥

田

勇

夫

同

朝
日
町
西
洞

一
二
六
八
番
地

同�
田

久

長

同

八
〇
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

飛
騨
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事
長

池

田

富
美
男

高
山
市
松
本
町

八
九
番
地

副
理
事
長

橋

塲

康

夫

同

丹
生
川
町
新
張
二
九
五
二
番
地
七
九

同

森

田

高

見

同

朝
日
町
小
瀬

一
七
番
地

代
表
監
事

石

本

進
一
郎

同

漆
垣
内
町

三
八
〇
番
地

監
事

小

鳥

長

宣

同

三
福
寺
町

二
八
七
番
地

同

垣

内

久

雄

同

丹
生
川
町
桐
山

七
一
三
番
地

会
計
担
当

藤

井

和

豊

同

江
名
子
町

二
九
五
二
番
地

理
事

池

田

吉

孝

同

漆
垣
内
町

一
〇
七
七
番
地

同

野

崎

正

明

同

江
名
子
町

四
三
九
六
番
地

同

鍛
冶
谷

昭

夫

同

三
〇
六
三
番
地

同

都

竹

一

秀

高
山
市
滝
町

一
七
九
七
番
地

同

森

下

治

一

同

岩
井
町

二
〇
三
〇
番
地

同

長

畑

博

美

同

中
切
町

七
六
〇
番
地

同

塚

中

一

夫

同

上
切
町

一
二
一
番
地

同

岩

島

孫

康

同

丹
生
川
町
山
口

二
八
六
番
地

同

中

畑

一

男

同

瓜
田

一
〇
一
六
番
地

同�
田

清

雄

高
山
市
久
々
野
町
柳
島
一
〇
〇
三
番
地
二

同

川

上

和

貴

同

江
名
子
町

三
八
二
二
番
地

同

新

井

俊

夫

同

朝
日
町
西
洞

二
一
番
地
二

同�
田

久

長

同

八
〇
〇
番
地
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平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


